
、γ
ハ
ーーー
、γ
ヒ

が
、
今
鋤
し
て
削
と
な
っ
て
ゐ
る
。
按
ず
る
に
芝
駅

一

シ
パ
ハ
ン

七
郎
と
い
ふ
も
の
は
芝
阪
将
殿
と
間
人
で
は
あ
る
ま

一
一止邦。

い
か
と
記
す
る
。
邸
中
の
似
と
い
」
も
の
も
こ
れ
と

一

シ
バ
ミ
ツ
h
F
ネ

斯

波

満
極
左
術
門
佐
。
義
経

同
法
で
あ
ら
う
。

一
の
子
。
惚
永
十
五
年
父
の
卒
後
加
到
の
守
秘
に
任
ぜ

シ
パ
ハ
ラ
シ
ョ
ウ
ゲ
ン

芝
原
将
度
用
羽
咋
郡
柴

一
ら
れ
た
が
、
官
一
年
日
桜
浦
容
と
祁
成
二
人
が
守
純

起
の
郷
士
で
あ
っ
た

o
m中
将
肢
と
も
い
ふ
。
能
常

一
と
な
り
、
阿
川
臼
}
副
知
叫
は
一
品
問
削
に
逝
批
し
、
三
寸
四
年

名
跡
志
に
、『
芝
原
持
政
は
櫛
谷
妙
成
寺
附
法
的
那
に

一
七
月
四
日
逝
去
し
た
。

て
、
法
名
法
活
日
恕
大
居
士
と
脱
し
て
、
櫛
谷
附
山

一

シ
パ
ヤ
柴
屋

金
持
南
町
上
の
械
に
柴
屋
と
い

設
に
位
牌
等
有
。
則
ち
妙
成
寺
山
間
山
日
来
上
人
の
伯

十
ふ
町
人
が
あ
り
、
初
め
て
照
準
を
間
以
り
弘
め
た
。
凶

矢
に
て
あ
り
。
日
来
も
此
家
に
て
出
生
の
問。
』
と
杷

一
っ
て
制
り
散
の
留
め
に
も

『
柴
日
出
た
ば
こ
や
ら
ん
し

す
る
。

一
ょ
う
や
』
と
い
う
た。

シ
パ
ハ
ラ
ゼ
ン
柴
原
善

活
腕
七
郎
o
若
水
と

一

シ
パ
ヤ
マ
柴
山

江
泊
仰
向
回
に
邸
す
る
部

脱
し
た
o
滞
の
前
夜
に
し
て
釘
迎
に
刺
刺
し
く
、
性
誠

一
新
0

1
官
生
-
令
部
制
批
政
郎
永
』
日
年
J
l

一
且
二
日
の
お

お
を
好
ん
で
充
仰
の
此
(
抑
制
を
一
部
へ

、
夙
に
倣
間
引
を
以

一
巡
以
に
、『
出
容
段
刈
代
、
此
内
二
段
片
山
旅
老
阿
前

て
税
せ
ら
れ
た
。
前
川
治
的
の
時
mw
せ
ら
れ
た
新
引

一
在
之
、

一
段
刈
代
柴
山
山
問
屋
谷
在
之
。
』
と
あ
る
o
m回

目
桁
奇
は
胤
易
の
古
義
を
首
唱
し
、

一
家
の
設
を
立
て

一
民
谷
の
名
に
よ
っ
て
祭
ず
る
に
、
柴
山
の
地
片
山
総

た
か
ら
、
治
術
は
活
を
し
て
就
い
て
併
は
し
め
ん
と

一
湖
町
訴
の
封
停
に
あ
る
か
ら
、
或
は
描
泉
山
初
出
の
市
山
が

し
た
が
、
替
は
祐
濯
を
以
て
民
卜
の
従
と
し
て
換
を

一
あ
っ
た
の
で
な
か
ら
う
か
。

受
け
る
を
欲
し
な
か
っ
た
。
併
し
な
が
ら
お
命
抱
み

一

シ
バ
ヤ
マ
ガ
責
柴
山
潟

江

泊

・能
袋
二
郎
の
境

雌
き
を
り
て
、
問
く
病
と
烈
し
て
出
で
ず
、
刻
な
易

一
に
在
っ
て
、
芝
山
部
と
も
自
主
、
文
人
は
芝
山
剛
と
も

を
抑
む
ζ

と
三
句
併
に
し
て
、
大
に
波
明
す
る
所
が

一
い
」
。
砂
任
を
以
て
海
と
陥
っ
た
潟
測
で
、
出
川
に

あ
り
、
乃
ち
砧
管
に
討
。
て
弟
子
の
穏
を
執
り
、
慣

一
よ
っ
て
今
江
仰
と
相
泌
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
潟
は
往
時

間
諭
位
し
た
。
然
る
に
「腕時
W

は
大
家
を
以
て
自
ら
盛

一
向
阿
南
方
に
延
長
し
て
ゐ
た
が
、
勤時川
川
の
汎
極
限
に

。
、
抑
制
自
問
し
て
諮
を
服
せ
し
め
ん
と
し
た
の
で
、
訴
は

一
よ
っ
て
術
少
し
た
痕
跡
が
明
瞭
で
あ
る
。
現
在
長
さ

命
悦
ば
ず
、
部
を
近
侍
の
臣
に
上
っ
て
、
祐
一殺
の
心

一
一
間
六
九
一
米
、
相
九
八
二
米
、
周
回
一
四
粁
三
、
而

術
随
劣
、
敢
へ
て
仰
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
を
以
て
、

一
政
涼
一
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
O

注
入
河
川
中
の
最
も
主
な

特
aX
商
椛
し
て
以
て
成
枕
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
前

一
も
の
は
動
的
川
で
、
副
向
の
京
間
附
か
ら
入
り
、
之
と

う
た
が
、
侍
院
は
之
を
斥
け
て
受
け
な
か
っ
た
。

一
相
前
ん
で
北
方
に
山
内
波
川
、
南
方
に
入
日
市
川
が
あ

諮
乃
ち
償
問
し
て
退
き
、

一
夜
窃
か
に
家
を
挺
て

一
る。

て
巡
れ
去
っ
た
。
近
隣
そ
の
異
朕
あ
る
を
慌
し
み
、

一

門
を
破
っ
て
入
れ
ば
、
家
財
什
器

一
も
見
る
腕
な

一

く
、
唯

一
哉
の
俸
を
柑
邸
し、

室
内
部
部
、
笠
間
一

一

艇
の
姉
花
と
七
'
泌
の
時
と
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

斯
波
蕃

」
ツ
ダ
マ
サ
タ

シ
パ
ヤ
マ
ゴ
ン
ベ
Z

柴
山
被
兵
衛
加
賀
滞
に

仕
へ

、
知
行
五
百
十
日
。
殴
長
イ
九
年
三
且
七
日
高
山

南
妨

・
内
隣
徳
昨
日
容
と
共
に
切
支
丹
の
徒
た
る
を

以
て
京一
郎
へ
法
ら
れ
、
夜
会
伊
賀
守
に
謹
し
、
九
且

司I
EEI 

品
川
四
日
阿
燭
港
に
放
逐
さ
れ
た
。

シ
パ
ヤ
マ
シ
ョ
ウ
柴
山
庄

J
ト
ミ
ヅ
カ
シ
ヨ

一

ウ
お
翠
庄
。

一

シ
パ
ヤ
マ
ジ
ヨ
ウ
柴
山
城

江
沼
稲
柴
山
に
在

一

っ
た
。
江
沼
志
稿
に
、
こ
の
村
に
柴
山
入
郎
左
衛
門

一

の
鑑
が
あ
っ
て
、
土
居
の
形
を
存
す
る
と
し
、
結
積

一

賀
三
州
芯
放
雑
考
に
も
、
治
跡
は
柴
山
潟
の
北
に
在

一

b
、
そ
の
商
に
城
主
の
恐
が
あ
る
と
記
す
る
。

一

シ
パ
ヤ
マ
ト
シ
ヤ
ス
芝
山
俊
康

小

川

坊
城
大

一

納
言
俊
完
の
二
男
。
寛
永
十
五
年
前
倒
利
協
に
仕
へ

一

て
千
石
を
領
し
、
沼
治
一冗
年
波
し
た
。
子
福
山
川
々
滞

一

に
仕

へ
る。

一

シ
パ
ヤ
マ
ナ
ホ
マ
サ
芝
山
向
政

泊
椴
彦
三
郎
。

一

承
路
三
年
二
百
抗
十
石
を
以
て
前
旧
綱
紀
に
召
出
さ

一

れ
、
元
職
J
t
五
年
大
小
将
か
ら
問
番
児
認
を
命
ぜ
ら

一

れ
た
。
亭
保
十
年
六
且
十
H
夜
、
平
年
八
十
六
。
子

一

際
世

h
k

滞
に
仕
へ
る
。

一

シ
パ
ヤ
マ
ミ
ヨ
ウ
ジ
ン
柴
山
明
紳
腿
島
郡
能

一

積
島
な
る
脳
の
産
土
耐
で
、
祭
紳
は
且
叩閑
寂
で
あ
る

一

と
い
ふ
。
今
柴
山
耐
枇
と
帯
す
る
。
同
局
内
向
・
師

一

関
・牢
捕
に
も
皆
柴
山
制
批
が
あ
る
が
、
各
祭
耐
を

一

異
に
す
る
。

一

シ
バ
ヨ
シ
安
本

斯
波
義
種

修
型
大
夫
。
義
仲
村

一

の
弟
。
元
中
四
年
〈
立
町
山
元
〉
沼
健
昌
家
の
夜
後
加
賀

一

の
守
秘
と
な
っ
た
。
限
永
十
五
年
二
且
二
日
卒
。

一

シ
バ
ヨ
シ
ミ
ツ
芝
吉
光

前
回
氏
防
磁
の
短
刀

一

で
、
五
寸
九
分
あ
る
。
元
来
江
戸
の
芝
で
烏
四
五
十

一

文
で
あ
っ
た
も
の
を
、
此
臨
彼
単
に
政
廻
り
、無
給
坂

一

の
商
人
が
二
百
文
に
民
ひ
、
そ
れ
を
本
阿
揃
光
雲
が

一

五
百
文
で
手
に
入
れ
て
隠
立
て
た
師
、
大
口
吉
治
に

一

経
っ
た
。
大
口
と
は
吉
光
が
老
年
に
及
ん
で
用
盤
自

一

同
な
ら
ず
、
吉
の
手
の
ロ
を
大
き
く
切
っ
た
も
の
を
一

い
ふ
。
後
前
聞
利
常
之
を
得
て
、
賞
金
二
百
耐
を
光

一

三
七
二

市
出
に
奥
へ

、
光
滋
は
代
金
加
行
枚
の
績
を
総
へ
た。

シ
バ
リ
h
y
ビ

総

省

滞
政
時
代
に
、
死
刑
囚
を

抑
制
で
緋
し
た
ま
h

斬
首
す
る
を
い
う
た
。
歩
士
抽
出

以
上
の
キH
で
、
人
を
殺
し
金
仰
酬
を
奪
う
た
者
.日
時
私
曲

を
祭
ね
た
省
、
番
腕
の
定
訟
を
槌
殴
し
城
門
の
鎚
を

陪
従
し
た
も
の
等
の
糾
首
に
な
っ
た
民
例
が
あ
る
。

糾
首
は
組
懸
に
て
例
首
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

シ
パ
ヰ
芝
居

」
カ
プ
キ
歌
卸
伎
。

シ

ヒ

椎

i
y
イ

四

悦

(
悶
UF
t
u
。

シ
ピ
コ

館
子

親
元
日
記
文
明
十
三
年
オ
一

且

十
九
日
白
山
左
衛
門
佐
か
ら
献
上
の
う
ち
に
節
子
二

十
と
見
え
る
。
能
殺
夜
の
マ
グ
ロ
の
幼
魚
、
印
ち
シ

ピ
コ
V
A
は
タ
バ
コ
レ
(
照
草
入
)
と
い
は
れ
る
，も
の
で

あ
る
。シ

ヒ
ド
マ
リ
椎
泊

時
刑
。

シ
ヒ
ナ
ダ
ケ
縫
奈
鍛

惣
凶
風
土
記
に
石
川
勝

の
四
hr.-を
感
げ
て
、
北
は
縦
奈
川
M
を
限
る
と
あ
る
。

陥
う
て
椛
奈
総
に
就
い
て
説
明
を
試
み
る
も
の
も
あ

る
が
、
惣
凶
風
土
沼
が
俗
訟
で
あ
る
上
は
、
論
ず
る

ま
で
も
な
い
。

シ
ヒ
ノ
キ

wn

。

J
シ
シ
ド
マ
リ

椎
木

鳳十
市
山
榔
阿
伴
郷
に
印
刷
す
る
部

シ
ヒ
ノ
キ
ノ
ハ
ナ

縫
J

木
ノ
端

臥
京
都
秘
的
橋

郷
七
海
ハ
今
七
見
〉
に
在
る
指
向
。
岱
永
-冗
年
一
段
杷

に、

『
七
お
村
の
は
づ
れ
の
出
は
り
に
、
維
の
大
樹
多

く
あ
b
o
茂
の
内
に
ゑ
び
す
の
小
枇
あ
り
、
祁
の
木

の
端
と
い
ふ
。
』
と
あ
る
。

シ
ヒ
ハ
ツ
プ
ラ
ヒ
メ
ジ
ン
ジ
ヤ
椎
葉
悶
比
噂
神

社

延
喜
式
跡
名
帳
に
は
Y

ヒ
ハ
ノ
ツ
プ
一
フ

ヒ
メ
と

削
む
も
の
で
、
期
制
咋
榔
柴
垣
に
在
る
o
式
内
容
抽
出
枇

記
に
、『
概
拡
悩
比
時
前
枇
。
式
内
一
座
。
甘
間
保
柴

垣
村
銀
座
。
今
総
z
柴
起
之
宮
↓
枇
地
阪
大
也
。
』
と

見
え
る
。
本
祉
の
後
方
に
前
方
後
凶
抽
出
が
あ
。
、
リ仕


